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機械器具 74 医薬品注入器 

一般医療機器 注射筒・針用アダプタ（35384000）  

メジルアー針 ＮＭＰ 
再使用禁止 
 

【禁忌・禁止】  

• 再使用禁止  

• 本品はプレフィルドシリンジ専用のアダプタであり，
一般のシリンジには使用しないこと。  

【形状・構造及び原理等】 

1. 概要 

本品は，主に針基及び針管により構成され，針基は注射

針等側に，針管はプレフィルドシリンジ側に取り付ける

器具である。  

 

2. 形状・構造 

 

 

 

 

 

 

 

3. 原材料 

針管：ステンレス鋼  JIS G 4305 SUS 304 

針基：ポリプロピレン（PP）  

 

【使用目的又は効果】  

注射針等をプレフィルドシリンジに接続するアダプタで

ある。 

 

【使用方法等】  

1. キャップとバックキャップを互いに反対方向にねじり，

ラベルを破って開封する。  

2. バックキャップをまっすぐに引いて取り外し，そのまま

の状態でプレフィルドシリンジの筒先に差し込み連通さ

せる。  

3. キャップを取り外し，一般用注射針又は三方活栓等を取

り付ける。（接続部について十分嵌合したことを確認の上

使用すること。）  

4. 薬剤が全部注入されてから，他の機器から取り外す。  

5. 使用後，プレフィルドシリンジから取り外す際には，用

具を使用するか，誤刺防止に配慮して慎重にリキャップ

し，少し押し込んだ後キャップを回しながら取り外す。  

【使用上の注意】  

〈重要な基本的注意〉 

• 必ず併用する医薬品及び医療機器の添付文書を確認後

使用すること。また，それぞれの使用方法，使用上の注

意に従って使用すること。  

 

• 先端の内腔がφ2.2㎜以下のシリンジを併用しないこと。

［嵌合できないため。］  

• 万一，針管，針基，キャップの破損・汚損等の異常が認

められた場合は使用しないこと。  

• ラベルは使用直前に開封すること。  

• 本添付文書に記載した使用目的以外に使用しないこと。 

• 使用期限を過ぎたものは使用しないこと。  

• 使用後は針管に触れずに，感染防止に配慮し，安全な方

法で処分すること。  

 

【保管方法及び有効期間等】  

〈保管方法〉 

水濡れに注意し，直射日光及び高温多湿を避けて保管す

ること。  

〈有効期間・使用の期限〉 

有効期間は，滅菌後３年。 

使用期限は，使用期限欄を参照すること。 

（自己認証による。） 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】  

栃木精工株式会社  

〒328-0012 栃木県栃木市平柳町 2 丁目 1 番 5 号  

TEL：0282-27-1133 
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